
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

七

四

号

Ｋ
Ｓ
Ｄ
問
題
と
監
督
官
庁
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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Ｋ
Ｓ
Ｄ
問
題
と
監
督
官
庁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

財
団
法
人
ケ
ー
エ
ス
デ
ー
中
小
企
業
経
営
者
福
祉
事
業
団
（
Ｋ
Ｓ
Ｄ
）
は
中
小
企
業
経
営
者
の
共
済
事
業
を
行
う
全
国
の
会

員
数
（
二
〇
〇
〇
年
十
月
現
在
）
百
七
万
名
、
年
間
共
済
保
険
掛
金
約
二
百
五
十
億
円
と
い
う
巨
大
公
益
法
人
で
あ
る
。
こ
の

ト
ッ
プ
を
十
二
年
間
続
け
て
き
た
古
関
忠
男
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
が
業
務
上
横
領
及
び
背
任
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
Ｋ
Ｓ
Ｄ

問
題
は
全
国
Ｋ
Ｓ
Ｄ
会
員
で
あ
る
中
小
企
業
経
営
者
百
七
万
名
の
怒
り
の
声
の
み
な
ら
ず
国
民
全
体
が
注
目
し
て
い
る
問
題
で

あ
り
、
真
摯
な
答
弁
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

一

監
督
官
庁
労
働
省
と
Ｋ
Ｓ
Ｄ
、
そ
の
他
Ｋ
Ｓ
Ｄ
問
題

（
�
）

古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
が
逮
捕
さ
れ
る
事
態
を
招
い
た
の
は
何
が
原
因
か
。

（
�
）

九
三
年
か
ら
の
五
回
に
及
ぶ
労
働
省
の
各
指
導
・
勧
告
に
対
し
て
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
側
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
受
け
入
れ
て
き

た
の
か
。
指
導
の
無
視
や
改
善
が
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
。
Ｋ
Ｓ
Ｄ
を
め
ぐ
る
事
態
は
監
督
官
庁
と
し
て
の
役
割
を

果
た
せ
て
い
な
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

（
�
）

古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
は
労
働
省
を
は
じ
め
と
し
た
官
界
Ｏ
Ｂ
の
天
下
り
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
や
「
オ
レ
は

豊
明
議
連
の
百
人
の
政
治
家
を
動
か
せ
る
」
と
豪
語
す
る
な
ど
自
民
党
の
有
力
政
治
家
と
懇
意
に
し
て
い
る
こ
と
を

一



Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
内
外
で
明
言
し
て
い
た
か
。
Ｋ
Ｓ
Ｄ
関
係
の
出
版
物
や
雑
誌
・
新
聞
な
ど
の
記
録
を
精
査
し
答
え
ら
れ
た

い
。

（
�
）

官
界
や
政
界
と
の
つ
な
が
り
を
誇
示
す
る
古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
の
姿
勢
に
労
働
省
の
指
導
が
及
び
腰
と
な
り
形

式
的
な
も
の
に
終
わ
っ
た
と
の
反
省
は
あ
る
か
。

（
�
）

労
働
省
の
幹
部
は
Ｋ
Ｓ
Ｄ
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
、
中
小
企
業
国
際
人
材
育
成
事
業
団
、
国
際
技
能
振
興
財
団
な
ら
び

に
古
関
忠
男
氏
（
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
会
長
、
中
小
企
業
国
際
人
材
育
成
事
業
団
理
事
長
、
国
際
技

能
振
興
財
団
会
長
）
の
主
催
す
る
パ
ー
テ
ィ
ー
や
宴
席
に
過
去
参
加
し
た
か
。
日
時
と
氏
名
、
当
時
の
役
職
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

伊
藤
庄
平
労
働
省
事
務
次
官
は
一
九
九
一
年
の
Ｋ
Ｓ
Ｄ
に
よ
る
お
歳
暮
攻
勢
で
も
リ
ス
ト
に
名
前
が
あ
が
っ
て
い

る
が
事
実
か
。
ま
た
同
氏
は
古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
に
も
労
働
基
準
局
長
時
代
か
ら
直
接
口
頭
指
導
も
行
っ
て
き
た

と
の
こ
と
だ
が
、
今
ま
で
の
古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
と
の
や
り
と
り
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
い
。

（
�
）

伊
藤
次
官
は
労
働
大
臣
経
験
者
で
あ
る
村
上
正
邦
豊
明
議
連
会
長
に
Ｋ
Ｓ
Ｄ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
報
告
、
ま
た

は
相
談
を
し
て
き
た
か
、
日
時
、
な
ら
び
に
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
に
は
労
働
省
の
天
下
り
役
職
員
が
現
在
十
七
名
在
籍
し
て
い
る
。
役
員
で
は
元
東
京
労
働
基
準
局
長
の
小

野
良
二
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
、
元
東
京
労
働
基
準
局
労
災
業
務
課
長
補
佐
の
七
井
国
雄
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
が
在
籍
し
て
い
る
が
彼

ら
の
担
当
は
何
か
。
労
働
省
Ｏ
Ｂ
と
し
て
そ
の
経
験
を
生
か
し
財
団
運
営
が
公
益
法
人
と
し
て
社
会
的
に
許
さ
れ
る

範
囲
の
中
で
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
職
務
を
ま
っ
と
う
し
て
き
た
か
ど
う
か
。
ま
た
出
身
官
庁
で
あ
る
労
働
省
か
ら

の
指
導
に
対
し
て
ど
う
対
応
し
て
い
た
の
か
。

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
は
自
民
党
広
報
紙
『
自
由
新
報
（
自
由
民
主
）
』
へ
広
告
を
掲
載
し
て
き
た
と
い
う
が
事
実
か
。
事
実
で

あ
れ
ば
そ
の
時
期
、
回
数
、
広
告
費
の
総
額
は
い
く
ら
だ
っ
た
か
。

（
��
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
事
業
報
告
書
、
決
算
書
に
は
こ
の
『
自
由
新
報
（
自
由
民
主
）
』
に
対
す
る
記
述
が
な
い
、
な
ぜ
か
。

ま
た
公
益
法
人
が
た
び
た
び
特
定
政
党
の
機
関
紙
に
広
告
を
載
せ
る
と
い
う
行
為
は
許
さ
れ
る
の
か
。
問
題
が
あ
っ

た
と
し
た
ら
何
か
。

（
��
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
企
業
中
小
企
業
総
合
研
究
所
（
東
京
都
中
央
区
）
と
取
り
引
き
の
事
実
は
あ
っ
た

か
。
ど
の
よ
う
な
調
査
結
果
レ
ポ
ー
ト
を
委
託
し
て
い
た
の
か
、
す
べ
て
示
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
委
託
事
業
金
額
は

そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。
ま
た
古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
が
こ
の
企
業
の
株
主
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
事
実
か
。

三



（
��
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
会
員
で
あ
る
多
く
の
中
小
企
業
経
営
者
は
、
「
日
々
の
労
働
の
中
か
ら
払
う
大
事
な
掛
金
が
公
益
法
人
の

ト
ッ
プ
に
よ
っ
て
私
的
に
流
用
さ
れ
た
」
「
裏
切
ら
れ
た
」
「
掛
金
は
大
丈
夫
か
」
と
の
怒
り
や
不
安
の
声
を
あ
げ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
声
に
ど
う
答
え
る
か
。

二

金
融
機
関
と
Ｋ
Ｓ
Ｄ

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
は
一
九
六
四
年
の
設
立
以
来
、
会
員
の
拡
大
に
努
力
し
て
き
た
が
、
各
信
用
金
庫
協
会
や
各
信
用
組
合
協

会
、
都
銀
、
地
銀
、
第
二
地
銀
な
ど
と
業
務
提
携
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
会
員
を
急
拡
大
し
た
。
こ
れ
ら
の
業
務
提

携
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
融
資
が
受
け
ら
れ
な
い
と
困
る
の
で
、
金
融
機
関
か
ら
の
勧
誘
を
断
れ
な
い
」
と
し
て
、
中
小
企
業
経
営
者
に

対
し
て
強
い
立
場
に
あ
る
金
融
機
関
が
Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
代
理
で
会
員
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
証
言
が
あ
る
。
信
用
金
庫

に
出
向
く
と
加
入
申
込
用
紙
兼
会
費
預
金
口
座
振
替
届
出
書
を
手
渡
さ
れ
る
。
こ
の
勧
誘
行
為
は
銀
行
法
、
信
用
金

庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
触
れ
な
い
の
か
。

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
は
金
融
機
関
に
対
し
て
企
業
を
新
規
紹
介
を
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
任
意
団
体
で
あ
る
Ｋ

Ｓ
Ｄ
豊
明
会
に
対
し
て
金
融
機
関
の
集
会
所
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
た
。
他
に
も
金
融
機
関
へ
は
接

四



待
費
（
渉
外
費
）
や
保
有
維
持
協
力
金
、
新
規
会
員
勧
誘
手
数
料
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
。
公
益
法
人
と
し
て
、
ま

た
金
融
機
関
と
し
て
問
題
点
は
な
い
の
か
。

（
�
）

大
蔵
省
や
金
融
庁
は
十
月
六
日
の
東
京
地
検
特
捜
部
に
よ
る
家
宅
捜
索
の
前
に
長
期
に
わ
た
る
金
融
機
関
と
Ｋ
Ｓ

Ｄ
の
関
係
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
。

（
�
）

元
大
蔵
省
大
臣
官
房
審
議
官
の
土
居
信
良
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
の
担
当
は
何
か
。
土
居
理
事
は
金
融
機
関
と
の
関
係
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
か
。

（
�
）

今
後
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
と
金
融
機
関
の
関
係
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
く
の
か
。

三

叙
勲
褒
章
と
Ｋ
Ｓ
Ｄ

（
�
）

元
総
理
府
賞
勲
局
審
査
官
の
森
泉
清
五
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
の
担
当
は
何
か
。
前
歴
を
生
か
し
た
中
小
企
業
経
営
者
へ
の

叙
勲
方
法
の
指
導
だ
っ
た
の
か
。

（
�
）

古
関
忠
男
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
は
藍
綬
褒
章
を
一
九
九
三
年
十
一
月
受
章
し
て
い
る
が
、
推
薦
者
は
誰
か
。

（
�
）

勲
章
は
褒
章
受
章
後
五
年
以
上
経
過
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
は
労
働
省
大
臣
官
房

秘
書
課
を
通
じ
て
総
理
府
賞
勲
局
に
叙
勲
の
推
薦
が
な
さ
れ
て
い
た
か
。

五



（
�
）

叙
勲
褒
章
は
「
カ
ネ
も
地
位
も
得
た
者
が
欲
し
が
る
最
後
の
名
誉
」
で
あ
る
。
「
今
後
の
豊
明
会
は
感
謝
状
だ
け

で
な
く
、
叙
勲
の
推
薦
団
体
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
豊
明
会
は
一
層
力
を
つ
け
、
推
薦
団
体
と
な

る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。
こ
れ
は
一
九
九
八
年
九
月
二
十
八
日
第
二
回
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会

本
部
理
事
会
で
の
古
関
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
会
長
（
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
）
の
発
言
で
あ
る
。
古
関
前
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
と
Ｋ
Ｓ

Ｄ
豊
明
会
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
展
開
し
た
か
。

（
�
）

ま
た
Ｋ
Ｓ
Ｄ
や
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
は
叙
勲
の
推
薦
を
行
っ
た
か
。
こ
れ
ら
の
団
体
に
推
薦
を
受
け
て
授
章
し
た
者
が

い
る
な
ら
ば
氏
名
、
叙
勲
褒
章
の
種
類
を
す
べ
て
示
さ
れ
た
い
。

四

Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
と
Ｋ
Ｓ
Ｄ

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
役
員
（
非
常
勤
含
む
）
は
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
の
役
員
を
兼
務
し
て
い
た
者
が
多
い
と
聞
く
。
兼
務
を
し
て

い
た
も
の
の
氏
名
、
そ
の
兼
務
時
期
、
役
職
を
す
べ
て
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
福
利
厚
生
部
は
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
事
務
局
と
組
織
、
職
員
及
び
場
所
に
つ
い
て
同
一
だ
っ
た
と
い
う
が
、

事
実
か
。
そ
れ
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
か
。
現
在
は
ど
う
か
。

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
役
員
で
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
担
当
は
誰
か
。
過
去
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
示
し
て
一
括
し
て
明

六



ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

Ｋ
Ｓ
Ｄ
か
ら
支
出
さ
れ
た
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
へ
の
補
助
金
の
使
途
に
つ
い
て
国
会
に
お
け
る
労
働
省
の
答
弁
が
く
い

ち
が
っ
て
き
た
。
会
費
負
担
金
は
イ
ベ
ン
ト
や
コ
ン
サ
ー
ト
の
経
費
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
た
め
に
残
ら
な
い
。
こ

の
場
合
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
か
ら
の
補
助
金
が
自
民
党
豊
明
支
部
へ
の
寄
付
金
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

公
益
法
人
Ｋ
Ｓ
Ｄ
か
ら
の
資
金
の
流
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
何
が
問
題
か
。

（
�
）

「
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
会
長
は
、
Ｋ
Ｓ
Ｄ
理
事
長
を
も
っ
て
す
る
」
「
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す

る
」
と
の
Ｋ
Ｓ
Ｄ
豊
明
会
会
則
各
条
文
が
あ
る
。
公
益
法
人
が
、
設
立
し
た
任
意
団
体
を
使
用
し
て
監
督
外
の
活
動

を
行
っ
て
き
た
実
態
を
ふ
ま
え
、
教
訓
と
な
る
べ
き
点
は
何
か
。

（
�
）

過
去
に
Ｋ
Ｓ
Ｄ
の
よ
う
に
公
益
法
人
が
任
意
団
体
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
監
督
官
庁
の
指
導
が
行
き
届
か
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
。

（
�
）

今
後
、
公
益
法
人
と
任
意
団
体
と
の
間
に
Ｋ
Ｓ
Ｄ
事
件
を
ふ
ま
え
た
ル
ー
ル
を
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

七


